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別紙１ 

 

岡谷市史編さん業務委託仕様書 

 

この仕様書は、本業務に関し、岡谷市（以下、「市」という。）が想定している水準を示

すものである。 

 

１．件名 

岡谷市史編さん業務 

 

２．履行期間 

契約締結日 ～  令和１２年１２月２０日（金） 

 

３．基本的な考え方 

  編さん事業の「基本方針」（別紙３）のほか、下記事項を基本的な考え方とする。 

⑴ 蓄積されてきた地域史資料や埋もれている資料を整理・保存し、歴史を継承するとと

もに、市民共有の財産とする。 

⑵ 昭和５４年から令和８年までを編さん対象とする。 

⑶ 政治史・行政史からの視点だけではなく、市街地の発展、高速交通網の整備といった

都市化の進展や、地域住民の生活等の視点のほか、自然環境、災害との向き合い方、地

域コミュニティの様子など、当時の資料に基づき、各時代を客観的かつ多角的な視点に

より編さんし、地域史を叙述する。 

⑷ 将来に向けて、本市史及び資料写真等を保存、活用するため、デジタル化を図る。 

⑸ その他の基本的事項 

ア 基本となる資料の収集・整理・調査・研究に努め、市の内外を問わず、岡谷市に関

わる資料を広く収集すること。また、刊行後の資料の保存・活用等について助言する

こと。 

イ これまで蓄積されてきた調査・研究の成果だけではなく、市民活動の成果等につい

ても対象とすること。 

ウ 専門分野ごとの切り分けにならないよう、岡谷市域を核に、広い視野から地域史を

構成すること。 

エ 平易な文言で記述し、写真・図版を多く取り入れるなど、市民が親しみをもち、気

軽に手に取れるものとすること。 

オ 専門家等の助言を得ながら学術的成果や調査・研究の成果を踏まえた精度の高い

内容とすること。 

カ 市史の全体像を把握できるよう、年表を設けること。 
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キ 既刊市史の内容について修正すべき点を発見した場合は、今後の補遺、補完のため、

記録を残し市へ別途業務報告書やデータにて報告すること。 

 

４．業務委託の内容 

岡谷市史の企画、各種資料収集・調査・整理・分析、執筆、校正、編集、印刷及び製本

の版下データ作成までを編さん業務として委託する。受注者は市の指示のもと、岡谷市史

の編さんを進め、「６．成果物」を納品すること。 

⑴ 全般 

ア 基本コンセプトの提案 

イ レイアウト（装丁・組見本）の提案 

ウ 執筆要領（用字・用語・表記等）の作成・提示 

エ 「岡谷市史章立て及び項目立て」（別紙４）を参考に、全体構成の提示 

オ 全体の原稿量の配分及び調整 

カ 執筆者等の選定 

キ 岡谷市史編さん委員会（以下「編さん委員会」という。）の運営支援（年４回程度)

及び参加 

ク 引用資料、図版、写真などに関する著作権、二次使用、掲載許可（紙面掲載だけで

なくデジタル化を踏まえる）等に関する支援 

⑵ 資料収集・調査等 

ア 市内外の資料保存施設での複写・写真撮影 

イ 関係者へのインタビュー等の取材及び記録 

ウ 市に関する新聞及び雑誌記事等の調査・複写 

エ 街の風景の写真撮影など必要な調査 

⑶ 執筆・校正 

ア 原稿執筆及び校正 

イ 執筆者向け資料収集と資料整理 

ウ 執筆者や校正担当者への連絡、進行管理 

エ 執筆者への謝礼等支払いなどの一切の事務管理 

⑷ 編集 

ア 装丁から版組みに至るまでのデザイン 

イ 校正・表記統一から割付までの編集作業 

ウ 著作権など権利擁護に関する支援 

⑸ 印刷データ作成 

ア 一般の印刷業者が印刷、製本ができる版下データの作成 

⑹ その他 

ア 協力者や資料一覧の作成・資料返却等の残務整理 
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イ その他、編さん業務に必要と認めた事項 

 

５．市史編さんに関する留意点 

⑴ 受注者は、契約締結後、速やかに以下の書類を市に提出し、承認を得ること。 

ア 業務計画書 

イ 業務工程表（年度、月ごと） 

受注者は、業務工程表に従い進行管理を行うとともに、前月の作業進行状況につ

いて、翌月１５日までに業務報告書を市へ提出すること。また、新資料の発見等に

より業務工程表に変更が生じた場合は、納期に遅滞の無いよう、市と協議して了承

を得た上で業務工程表を修正し、再提出すること。 

ウ 業務実施体制及び体制図（役割分担が明確にわかるもの） 

⑵ 執筆者の選任 

ア 原稿執筆者 

以下の分野が想定されるため、その点を考慮に入れた上で、相応しい執筆者を選任

し、執筆者の氏名、所属、肩書、専門分野、実績などを速やかに市へ報告すること（１

つの分野につき、１名の執筆者である必要はない。）。なお、執筆者の社内外は問わな

い。 

イ 想定されるテーマ等 

地方自治制度、議会・選挙、行財政、情報化、子育て支援、学校教育、青少年の健

全育成、高齢者福祉、介護保険、障がい者福祉、生活福祉、健康づくり、医療、生活

衛生、地域コミュニティ、産業振興、社会教育、文化振興、文化財、スポーツ振興、

国際･国内交流、男女共同参画、まちづくり、環境保全、災害対策、防犯・安全対策、

交通、消防 ほか 

⑶ 原稿執筆にあたっては、必要に応じてインタビュー等の取材を行うこと。この際、市

職員が同行することがある。 

⑷ 編さん委員会への出席 

岡谷市史の内容や構成、具体的な編集方針、原稿確認などの調査・審議を行うことを

目的とした、編さん委員会へ出席すること。また、市の求めに応じて、会議に必要な補

助資料の作成を行う。なお、これらに係る経費はこの契約に含むものとする。 

⑸ 編さん業務の進行管理 

業務工程表に基づき編さん業務が円滑に進むよう、受注者は「管理責任者」を配置し、

常に進行管理と把握に努め、市の求めに応じて進捗状況を報告すること。 

なお、執筆や編集に際して疑義が生じた場合には、市又は編さん委員会の協議等に基

づいて対応する。 

⑹ 執筆者の進行管理 

執筆作業が円滑に進むよう、受注者は執筆者との連絡調整や資料の受け渡し、執筆の
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際に必要な取材（市職員、元市職員や過去の岡谷市を知る地域の人々など）のほか、事

務的な管理を含め進行管理を行うこと。 

⑺ 資料、史料、文献等の収集及び整理と管理 

市が用意する資料等のほかに、執筆に必要な資料がある場合には調査（新聞記事・雑

誌記事検索も含む。）し、収集・整理・管理を行うこと。その際、著作権など権利擁護

の必要性を判断し、市の申請支援を行うこと。なお、収集した資料は、逐次業務報告書

で報告すること。 

 

６．成果物 

  本事業で作成した成果物（掲載写真、デザイン、イラスト、地図等を含む。）の著作権・

版権・所有権等の権利は、全て市に帰属する。また、市はこれらの全てについて二次利用

する権利を有するものとし、制作物の意匠を改変して使用することができる。ただし、本

事業で許諾申請を得て、使用した著作物に対しては、この限りではない。 

⑴ 業務報告書一式 

⑵ デザイン及びレイアウト見本一式 

⑶ 執筆のために収集した資料及びリスト 

⑷ 岡谷市史の印刷及び製本の版下データ（ＤＶＤ等の媒体に格納） ５部 

⑸ 岡谷市史のＷＥＢ公開用データ（ＤＶＤ等の媒体に格納） ５部 

⑹ 概要リーフレットの版下データ（ＤＶＤ等の媒体に格納）５部 

⑺ 概要リーフレットのＷＥＢ公開用データ（ＤＶＤ等の媒体に格納） ５部 

⑻ 岡谷市史及び概要リーフレットの印刷見本（紙による） ２部 

※⑷～⑻の詳細は、次項「成果物の仕様」のとおり 

 

７．成果物の仕様 

⑴ 「岡谷市史」及び概要リーフレット印刷版下データ 

ア 巻数全１巻 

イ 書籍体裁等 

(ｱ) 判型 Ａ４判  

(ｲ) 編成 縦書き、表紙・見返しあり、５００ページ程度（目次等含む）４色印刷 

ウ 書籍内容 企画提案による 

エ 概要リーフレット：Ａ３判二つ折り両面印刷（４ページ）４色印刷 

オ 岡谷市史及び概要リーフレットの印刷等版下データは、ＤＶＤ等の表面にタイト

ル及びデータ種別を表示し、透明ケースに入れて納品すること。 

カ 岡谷市史及び概要リーフレットのＷＥＢ公開用データは、ＰＤＦ等の汎用性が高

いデータ形式とし、ＤＶＤ等の表面にタイトル及びデータ種別を表示し、透明ケース

に入れて納品する。 
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なお、本データはＷＥＢ公開を前提としているため、目次やしおりを設け、文字の

検索及び拡大等ができる仕様とするなど、見やすく利用しやすい仕様とし、提案する

こと。 

⑵ 岡谷市史及び概要リーフレット印刷見本 

   ア 印刷見本として、マットコート紙に印刷したものを納品すること。 

⑶ 納期、納品場所 

ア 納期 令和１２年１２月２０日（金） 

イ 納品場所 岡谷市教育委員会生涯学習課岡谷市史編さん室 

 

８．個人情報の保護 

受注者は、業務を遂行するに当たっては、個人情報保護法の規定に基づき個人情報の保

護を図るとともに、その取扱いについては、「個人情報取扱特記事項」（別紙２）に定める

ところによるものとする。 

 

９．その他 

本仕様書の内容に疑義が生じた場合及び委託業務遂行のため必要な事項で定めがない

事柄が生じた場合は、市と受注者との協議により定めるものとする。 

 

 

 


